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人権教育、道徳教育など、心の教育にかかる教育実践を推進するとともに、子どもたちの発達
段階に応じた体験学習や、文化芸術活動など感性を大切にした教育の充実を図りました。
子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する状況にあって、その定着に向け、さらなる工夫改善

を図る必要があります。

2  重点目標ごとの主な取組成果と課題
◇重点目標１：心を大切にする教育をめざします

施策 取組概要と成果 問題点、課題等

人権教育の充実

1999 年（平成11年）策定の「三
重県人権教育基本方針」により、さ
まざまな人権問題に関する多様な形
態の教育実践が拡がり、子どもの取
組姿勢の向上等の教育効果につなが
りました。

差別事象の報告件数は減少傾向
にありますが、人権学習が表面的な
知的理解や用語理解にとどまってい
る面も見られます。人権学習の目的
の明確化・共有化を図り、人権問題
を解決するための教育につながるよ
う一層努める必要があります。

道徳教育の充実

道徳の授業研究を推進し、その
成果を合同発表会の開催等により普
及させることで、授業内容の充実を
図るとともに、道徳の授業公開を進
めました。

各学校における道徳教育の全体
計画の充実を図り、教育活動全体を
通じて行われる道徳教育の一層の向
上を進めていく必要があります。
また、地域との連携をさらに推進

することが必要です。

体験を重視した
教育の推進

外部の専門家の活用、地域ぐるみ
の職場体験活動、インターンシップ
等により、子どもたちの発達段階に
応じた体験学習を推進しました。

体験活動のための十分な時間数の
設定や職場体験先となる事業所の確
保が難しいという課題があり、実施
方法の一層の工夫が求められます。

ボランティア教育の
推進

教育活動全体を通じ、学校内外
における奉仕活動・体験活動を推進
しています。

学校内外でのボランティア教育に係
る諸活動を一層進めるため、ノウハウ
を持つ地元グループやＮＰＯ等との連
携が必要です。

感性を大切にした
教育の推進

本物の文化芸術に直接ふれ親しむ
ことができる機会の確保、特別活動
やクラブ活動における郷土の文化人
の活用等により、感性を大切にした
教育の充実を図りました。

実体験や感動できる機会を確保す
るため、関係団体等とのさらなる連
携が必要となります。
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いじめ問題への
対応

「生徒指導特別指導員」を課題の
ある学校に派遣し、直接的な支援を
進めた結果、当該校において暴力行
為の減少が見られました。

子どもたちの問題行動等が多様化
しており、個に対する支援体制の一
層の充実が求められています。
ネットによるいじめへの対応が課

題となっており、情報モラルの向上
や未然防止の観点からの取組が急
務です。

不登校児童生徒への
対応

教育相談体制の充実に向け、子ど
もたちの心の問題に対応するため、
臨床心理相談専門員（臨床心理士）
の配置、学校へのスクールカウンセ
ラー等の配置などの支援を行ってい
ます。

事例が複雑化・多様化しており、
教育相談体制の一層の充実や教育
支援センターのネットワーク化等が
求められています。
魅力ある学校づくり、不登校の早

期発見・早期対応等の取組を充実さ
せる必要があります。

健康教育の充実

学校に地域の専門医を派遣し、講
演会や研修会等を実施しました。
栄養教諭を配置し、専門性を生か
した食に関する指導を行うとともに、
家庭、地域と連携し、食体験を取り
入れた食育推進のモデル事業を展開
しています。

近年、健康教育の重要性が高まっ
ており、子どもたちの健康課題の解
決のため、学校保健委員会の設置
や活性化に取り組む必要があります。

子どもたちの意欲を育む授業改善、指導と評価の充実、学校の魅力化に組織をあげて取り組
むとともに、教員の資質向上に向け、人材育成の仕組みを改善しました。
依然として、学ぶ意欲や学習習慣に課題を残しており、教員のさらなる資質向上とあわせて、

一層積極的な取組を行っていく必要があります。

◇重点目標３：楽しい学校づくりをめざします

施策 取組概要と成果 問題点、課題等

子どもの
主体性の尊重

子どもたちの主体性を育むため、
授業改善や教材研究等に取り組むと
ともに、高等学校においては、学科
の新設・改編、総合学科、単位制
高校、昼間定時制課程の設置など
を進め、特色化・魅力化を図りました。

特色化・魅力化については、ニー
ズや社会の変化を踏まえ教育内容を
検証する必要があります。

子どものよさを
伸ばす指導と
評価の充実

評価を学習指導に生かす「指導と
評価の一体化」の推進等に取り組む
とともに、授業公開を積極的に進め、
授業評価を実施しました。
また、少人数指導、ティームティー
チング等、一人ひとりに応じたきめ細
かな教育を行っています。

全国学力・学習状況調査等で、子
どもたちの学ぶ意欲や学習習慣に課
題のあることが分かりました。
「学校満足度についてのアンケー
ト」では、授業の理解度が、中学校、
高等学校と進むにつれて低下する傾
向が見られます。
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施策 取組概要と成果 問題点、課題等

安全で快適な
学習環境づくりの

推進

県立学校、小中学校において、耐
震診断および耐震化を推進していま
す。
また、すべての県立学校にパソコ

ン教室を整備し、必要な周辺機器
等の整備を進めました。

小中学校の耐震診断および耐震
化率の向上に向け、市町に対する働
きかけ、国に対する財政負担軽減の
要望等が必要です。

スポーツと教育の
推進

選択制授業の推進、授業改善、
教育活動全体を通じた運動に親しむ
機会の拡充等に努め、自発的・自主
的な体育学習を推進しました。
生徒数の減少や指導者不足等の

課題の解決に向け、近隣の学校や
地域スポーツとの連携を進めていま
す。

本県の子どもたちの体力・運動能
力は、全国と比較すると依然低位に
あります。
生徒数の減少や指導者不足等によ
り、運動部の存続や大会への参加
が困難となるなどの状況があります。

教員の資質の
向上

教員の資質向上に向け、人物評価
をより重視した採用、研修に参加し
やすい工夫改善、指導が不適切な
教員に対する指導力向上支援のため
の研修等を実施してきました。

さまざまな教育課題への対応など
により、教職員が学校を離れて研修
を受講することが難しくなる傾向が
あります。

少子化、環境問題の深刻化、情報化、国際化といった時代潮流を踏まえ、変化に柔軟に対応した、
精力的な取組を推進しました。
日本語指導が必要な外国人児童生徒の激増など、さらに変化が激しさを増す時代を見据え、

的確な対策を遅滞なく講じていく必要があります。

◇重点目標４：社会の変化に対応した教育をめざします

施策 取組概要と成果 問題点、課題等

学校の
適正規模・適正配置

の推進

高等学校は、「再編活性化基本計
画」に基づく取組の結果、適正規
模の学校の割合が高まりました。ま
た、単位制、総合学科、連携型中
高一貫教育を導入するなど、多様な
学習ニーズや社会変化に対応した再
編整備を推進しています。

高等学校の適正規模は、地域差や
地理的条件など多様な課題があり、
対応策を保護者、地域とともに引き
続き検討していく必要があります。
小中学校については、各地域の実

情等に留意しつつ、市町に対する支
援を行う必要があります。

環境教育の充実

教育活動全体の中で環境教育を
計画的に推進するとともに、「学校
環境デー」を設定し、各学校が創意
工夫ある活動を行っています。
また、太陽光発電など、環境に配

慮した施設整備を進めています。

環境教育の学校間格差、地域間
格差が指摘されており、特に都市部
の学校や普通科高校における一層の
推進を図る必要があります。
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県政全体の革新課題である「新しい時代の公」「文化力」の推進も見据えつつ、地域の資源、
人材を教育活動に生かす取組を積極的に進めました。
社会全体で子どもを育てるという気運を一層高めるため、他部局とも連携しながら、今後とも

取組を活性化していく必要があります。

◇重点目標５：みんなで育てる教育をめざします

情報教育の充実

教員のＩＣＴ活用指導力の向上を
図るとともに、県立学校における情
報教育の環境整備を進めました。
また、「学校非公式サイト」の検索・
監視・削除代行の取組を行っていま
す。

すべての教員が情報モラル教育を
はじめとする情報教育を行うととも
に、ＩＣＴ機器を活用して、子どもた
ちが興味・関心を持って主体的に参
加できる「分かる授業」を実践でき
るよう、研修の充実、研修機会の確
保を図っていく必要があります。

国際理解教育の充実
小学校低学年における体験的学

習、海外との姉妹校提携、海外へ
の修学旅行・研修旅行、外国語指導
助手の活用等の取組を行っています。

小学校における外国語活動の必修化
に伴い、小学校と中学校との指導の連
携や、発達段階に応じた外国語活動の
あり方についての検討が必要です。

外国人児童
生徒教育の充実

日本語指導が必要な外国人児童
生徒の数に応じ講師を配置･増員す
るとともに、日本語指導に関わる教
員の研修、教員用の日本語指導の手
引きの作成、巡回相談員の配置等を
行っています。

効果的な日本語指導方法の開発・普
及が急務です。また、巡回相談員への
訪問要請の増加、必要とされる言語の
多様化、不就学や不登校対策など、多
くの課題が生じてきており、市町教育
委員会や関係機関との一層の連携が
必要となっています。

施策 取組概要と成果 問題点、課題等

郷土三重のよさを
生かした
教育の推進

社会人講師の活用を拡充するとと
もに、郷土三重のよさについて理解
を深めるための学習教材の作成や、
郷土芸能等を取り入れた文化活動を
推進しています。

郷土のよさを教育に生かすために
は、地域資源の保存・活用とともに、
地域や関係機関との連携を進め、学
校教育の中に体験的な活動を一層取
り入れていくことが必要です。

開かれた
学校づくりの推進

三重県型「学校経営品質」を導入
し、学校自らが継続的な改善に取り
組んでいます。また、多くの学校が
学校評議員制度等を活用し、開かれ
た学校づくりを推進しています。

開かれた学校づくりの推進に向
け、保護者や地域住民への積極的な
情報提供、適切な学校評価の実施、
地域住民等の意見を学校経営に反映
させる仕組みの充実等が必要です。

地域における
子どもたちの

活動の機会の確保

子どもたちが、放課後や週末等に、
学校内外の安全な居場所において、
地域の人 と々ともに勉強やスポーツ・
文化活動などを行う「放課後子ども
プラン」の取組を推進しました。

「放課後子ども教室」等について
は、場所や人材の確保が困難なため
に実施に至っていない小学校区があ
る等の課題があります。
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施策 取組概要と成果 問題点、課題等

地域における
子どもたちの活動の

場の整備

生涯学習センター、美術館、博物
館、図書館の各種事業、企画を通じ
て、生涯学習の推進、子どもたちの
活動支援を図りました。

生涯学習センター等の事業につい
ての県民へのさらなるＰＲ、地域の
生涯学習指導者に対する研修の一
層の充実などが必要です。

地域の自然・
文化遺産の活用

文化的資産を地域とともに保存活
用する事業を創設しました。また、
熊野古道等での体験学習を企画し、
小学校、幼稚園からの見学を積極的
に受け入れています。

文化的資産の保存・活用には、地
域の自主的な取組が不可欠であり、
特に未来を担う若い世代への積極的
なアプローチが必要です。

地域スポーツの推進

スポーツ施設の整備、競技力向上
のための選手強化、学校体育施設
の地域開放等の取組を進めました。
また、社会教育主事を市町に派遣

し、総合型地域スポーツクラブの設
立に向けた支援を行いました。

総合型地域スポーツクラブが未設
置の市町の状況把握や設立への啓
発、既設置クラブの財政・人材確保
等、クラブの定着・発展に向けたさ
らなる支援が必要です。

家庭の教育力の向上

家庭教育に係る学習資料を作成・
提供し、親の学びを支援するととも
に、「みえ次世代育成応援ネットワー
ク」等、多様な主体による子育て応
援活動への支援を行っています。

学習資料を活用した学びの機会の
拡大に向けて十分に広報し、県内各
地域での取組を継続していく必要が
あります。また、家庭教育に関心の
薄い親への啓発も必要です。
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(2) 教育振興ビジョン検討第１部会� （検討テーマ：「特別支援教育、家庭・地域の教育力」）

(3) 教育振興ビジョン検討第２部会� （検討テーマ：「学力の育成、学校の教育力」）

(4) 教育振興ビジョン検討第３部会� （検討テーマ：「豊かな心、健やかな体」）

回 開催日 主な内容
第１回 21.8.27 ・特別支援教育①
第２回 21.9.17 ・特別支援教育②
第３回 21.10.26 ・特別支援教育③
第４回 21.11.25 ・特別支援教育④
第5回 22.1.14 ・特別支援教育⑤
第 6回 22.3.11 ・家庭・地域の教育力①、幼児期からの一貫した教育①

第 7回 22.4.21 ・�家庭・地域の教育力②、幼児期からの一貫した教育②、社
会教育・スポーツ①

第8回 22.5.25 ・社会教育・スポーツ②
・第６回～第８回を通じた議論

第9回 22.7.8 ・全体を通じた議論

回 開催日 主な内容
第１回 21.11.12 ・学力①
第２回 21.12.17 ・学力②、教員の資質①、教員が働きやすい環境づくり①

第３回 22.2.18 ・�教員の資質②、教員が働きやすい環境づくり②、外国人児
童生徒教育①

第４回 22.4.19 ・�外国人児童生徒教育②、国際理解教育①、キャリア教育①、
情報教育①

第5回 22.5.20 ・�国際理解教育②、キャリア教育②、情報教育②、高校入
学者選抜、中高一貫教育、高校再編活性化

第 6回 22.7.5 ・全体を通じた議論

回 開催日 主な内容
第１回 21.11.10 ・豊かな心の育成①
第２回 21.12.21 ・豊かな心の育成②、いじめ・不登校①
第３回 22.2.12 ・いじめ・不登校②、子どもたちの安全・安心①、健康教育①

第４回 22.4.12 ・�子どもたちの安全・安心②、健康教育②、環境教育①、
三重県らしい教育①

第5回 22.5.17 ・�環境教育②、三重県らしい教育②、問題行動への対応と中
途退学防止、感性を育む教育

第 6回 22.7.1 ・全体を通じた議論

※�第３回には、外国人児童生徒教育について、専門的な立場からの説明・意見をいただく
ため、津市立白塚小学校�教諭�青木幸枝さんを招聘しました。

※�第２回には、いじめ・不登校について、専門的な立場からの説明・意見をいただくため、
ＮＰＯ法人フリースクール三重シューレ�代表�石山佳秀さんを招聘しました。
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(5) 教育振興ビジョン中間案部会� （検討テーマ：「中間案の調査検討」）

(6)中間案とりまとめ以後の審議経過

回 開催日 主な内容
第１回 22.8.2 ・ビジョン中間案の検討①
第２回 22.8.12 ・ビジョン中間案の検討②
第３回 22.8.19 ・ビジョン中間案の検討③

◇22年８月31日� 22年度第４回教育改革推進会議（→「中間案」とりまとめ）
◇22年９月13日� 教育委員会定例会
◇22年９月 17日
～ 10月18 日� パブリックコメント実施

◇22年10月７日� 県議会教育警察常任委員会
◇22年 11月�１日� 22年度第５回教育改革推進会議（→「中間案」修正）
◇22年11月15日� 教育委員会定例会
◇22年 11月19日� 22年度第６回教育改革推進会議
� ・�審議報告がなされ、ビジョン案が適切なものと認められるととも

に、３項目の要望事項が示されました。
◇22年12月10日� 県議会教育警察常任委員会
� ・ビジョン案が適切なものと了承されました。
◇22年12月22日� 教育委員会定例会
� ・�「三重県教育ビジョン�～子どもたちの輝く未来づくりに向けて～」

が、正式に決定されました。
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2  地域別県民懇談会の開催結果

3  中高生懇話会（こども会議）の開催結果

(1)開催趣旨

(1) 開催趣旨

(2) 開催日時、会場、参加者数

県内各地域において、「三重の教育のあるべき姿」についての県民の方々の意見を聴
取し、ビジョンの審議過程に反映させる。

現在学校や地域などでさまざまな学習に取り組んでいる中学生、高校生の皆さんか
ら、教育に対する率直な意見を聴取し、ビジョンの審議過程に反映させる。

開催日 開催地 参加者数
21.11.7 伊賀市 県民18 名、県議会議員１名、推進会議委員２名、教育委員１名
21.11.14 尾鷲市 県民17名、県議会議員１名、推進会議委員１名、教育委員１名
21.11.15 伊勢市 県民18 名、推進会議委員３名、教育委員１名
21.11.21 津 市 県民16 名、推進会議委員６名、教育委員１名
21.11.22 四日市市 県民17名、県議会議員１名、推進会議委員３名

(2) 開催方法
健康福祉部こども局の事業である「こども会議」を活用して開催しました。
�（「こども会議」の募集要項に沿って、開催を希望する団体を公募したところ、県立
高校２校、市立中学校２校から応募があり、当該校の自主的な運営により会議を開
催しました。）

※県民の男女別内訳は、男性 50名、女性 36 名
※教育委員は教育長を除く数

(3) 会議のテーマ

(4)開催日時、場所

「こんな学校だったらいいな。今の学校のこんなとこいやだな」
～今、学校に望むこと～

開催日 開催校 参加者数
21.10.30 伊賀市立崇広中学校 14 名（３年生14 名）
21.11.26 四日市市立中部中学校 ７名（１年生２名、３年生５名）
21.11.26 県立宇治山田商業高等学校 10 名（１年生３名、２年生３名、３年生４名）
21.12.10 県立津高等学校 10 名（１年生２名、２年生８名）
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(1)意見募集期間

(2)意見内容
①意見総数
� 99人・団体の方々から292件の意見をいただきました。これらの中には同じ内容
の意見もありましたので、207件に分類・整理しました。

②項目別延べ意見数（意見件数）

平成 22年９月17日（金）～平成 22年10月18日（月）

③対応状況

4  パブリックコメントの実施結果

項 目 意見数
全体的な意見 ２５
第１章 基本的事項 １
第２章 総論 ５２
第３章 各論 １９４
施策体系 （ １）
１学力と社会への参画力の育成 （６４）
２豊かな心の育成 （４４）
３健やかな体の育成 （１６）
４信頼される学校づくり （６２）
５多様な主体で教育に取り組む社会づくり （ ６）
６社会教育・スポーツの振興 （ １）
第４章 ビジョンの実現に向けて ２０
合計 ２９２

対応区分 件数
①最終案に反映するもの ３１
②最終案に一部反映するもの ２１
③既に反映しているもの ３７
④最終案への反映は難しいが、今後の検討課題、参考とするもの ５０
⑤最終案に反映することが難しいもの ４１
⑥その他（①～⑤に該当しないもの） ２７
合計 ２０７








